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国
民
健
康
保
険
料
の
期
限
内
納

付
は
、
健
全
な
国
保
運
営
に
欠
か

せ
ま
せ
ん
。
特
別
な
理
由(

災
害
・

盗
難
、
病
気
・
負
傷
、
事
業
の
休

廃
止
、
事
業
の
著
し
い
損
失
等)

な
く
滞
納
さ
れ
る
と
未
納
期
間
に

応
じ
た
措
置
を
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
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保
険
料
を
６
か
月
以
上
滞
納
し

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
更
新
時

に
有
効
期
限
が
３
か
月
の
被
保
険

者
証

(

短
期
被
保
険
者
証)

を
送

付
し
て
い
ま
す
。
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6

保
険
料
を
12
か
月
以
上
滞
納
し

て
い
る
方
に
つ
い
て
は
、
医
療
を

受
け
ら
れ
る
際
に
医
療
機
関
で
い
っ

た
ん
10
割
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
資
格
証
明
書
を
更
新
時
に

送
付
し
て
い
ま
す
。
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み
な
さ
ん
は
、
毎
日
の
暮
ら
し

の
中
で
、
例
え
ば
道
路
、
河
川
、

農
地
、
登
記
、
福
祉
な
ど
の
役
所

の
仕
事
に
つ
い
て
、B
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、
と

い
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

行
政
相
談
制
度
は
、
国
や
役
所

の
仕
事
等
に
つ
い
て
、
苦
情
や
要

望
を
受
け
付
け
、
公
正
・
中
立
な

立
場
か
ら
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を
行

い
、
そ
の
解
決
を
促
進
す
る
と
と

も
に
、
み
な
さ
ん
の
声
を
行
政
運

営
に
役
立
て
る
も
の
で
す
。

毎
年
10
月
に
は
、｢
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を
設
け
て
い
ま
す
。

市
、
島
根
行
政
評
価
事
務
所
で

は
、
次
の
と
お
り
合
同
相
談
所
を

開
設
し
ま
す
の
で
、
お
気
軽
に
お

出
か
け
く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料

で
、
秘
密
は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。
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※
弁
護
士
へ
の
相
談
は
、
事
前
予

約
が
必
要
で
す
。

予
約
や
問
い
合
わ
せ
は
、
島
根

県
行
政
評
価
事
務
所
行
政
相
談
課

(

�
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�21
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３
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ま
で
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雲南市では生活情報の提供と､ 産業振興の一助､ 行財政改革の一環として有料広告枠を設けました｡
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(

敬
称
略)
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業
務
用
空
間
清
浄
シ
ス
テ
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多
年
に
わ
た
り
教
育
者
と
し
て
、

教
育
の
充
実
・
振
興
の
た
め
に
貢

献
さ
れ
た
功
績
に
よ
り

�
%
&
'
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)

*
+
,
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._
q
r
s
q
r
t
`

２
０
０
６
年
度

第
91
回
二
科

展
の
写
真
の
部

(

一
般
部
門
Ｂ
／

デ
ジ
タ
ル
作
品)

に
お
い
て
見
事

入
選
さ
れ
ま
し
た
。

※
入
選
作
品
は
、来
年
の
二
科
展･

米
子
展
で
も
公
開
さ
れ
ま
す
。
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液
事
業
の
推
進
に
貢
献
・
協

力
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
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雲
南
市
で
は
、
市
の
花
、
木
を

選
定
す
る
た
め
、
そ
の
候
補
と
な

る
花
木
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

募
集
期
間
は
、
��]

��

_̂
�
`

�
>

で
す
。

応
募
用
紙
は
、
市
役
所
や
各
総

合
セ
ン
タ
ー
、
公
民
館
、
か
も
て

ら
す
に
設
置
し
て
い
ま
す
。

み
な
さ
ま
か
ら
の
ご
応
募
お
待

ち
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
み
な
さ
ま
か
ら
お
寄
せ

い
た
だ
い
た
ご
意
見
を
参
考
に
選

定
委
員
会
で｢

市
の
花
・
木｣(

案)

を
作
成
・
公
表
し
ま
す
。

さ
ら
に
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
制
度
に
よ
る
意
見
募
集
、
選
定

委
員
会
で
の
審
議
の
後
、
議
会
へ

提
案
・
決
定
し
ま
す
。
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し
ま
ね
版
特
区｣

は
、
み
な

さ
ん
が
地
域
の
活
性
化
の
た
め
取

り
組
も
う
と
し
て
い
る
事
業
が
、

様
々
な
規
制
に
よ
り
実
施
が
困
難

な
と
き
に
、
規
制
の
特
例
措
置
を

設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
実
現

を
図
る
制
度
で
す
。

市
町
村
、
民
間
事
業
者

(

Ｎ
Ｐ

Ｏ
、
住
民
グ
ル
ー
プ
、
民
間
企
業

な
ど)

ど
な
た
で
も
申
請
可
能
で

す
。
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
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10
月
２
日(

月)

〜
10
月
31
日(
火)
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政
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平
成
17
年
10
月
の
乳
幼
児
等
医

療
の
制
度
改
正
に
伴
い
、
毎
年
12

月
に
受
給
資
格
証

(

３
歳
以
上
就

学
前)

の
更
新
を
行
い
ま
す
。

現
在
お
使
い
の
受
給
資
格
証

(

３
歳
以
上
就
学
前)

は
、
有
効

期
限
が
平
成
18
年
11
月
30
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

更
新
申
請
の
手
続
き
を
10
月
に

行
い
ま
す
。
対
象
者
の
方
へ
は
、

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
の
際
に
ご
持
参
い
た
だ
く

も
の
に
つ
い
て
は
、
申
請
書
を
送

付
す
る
際
に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
18
年
７
月
１
日
か
ら
平
成

18
年
11
月
30
日
ま
で
の
間
に
行
っ

た
申
請
に
よ
り
受
給
資
格
証
の
新

規
交
付
を
受
け
た
方
に
つ
い
て
は
、

更
新
申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
給
期
間
を
更
新
し
た
受
給
資
格

証
を
11
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

３
歳
未
満
に
つ
い
て
は
、
更
新

申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
請
手
続
き
は
各
総
合
セ
ン
タ
ー

自
治
振
興
課
、
ま
た
は
市
役
所
市

民
生
活
課
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
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広告掲載をご希望の方は､ 木次都市開発� (広告代理店) �0854-42-2221までお問い合わせ下さい｡
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